
尾張旭市監査公表第１４号 
令和８年１月６日付け尾張旭市監査公表第１号をもって公表した定例監査結果報告

について、令和８年３月９日付け７保育第２８６号で市長から措置を講じた旨の通知

がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規

定により次のとおり公表します。 
令和８年３月３０日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　市　原　誠　二　　　　　 

 
こども子育て部保育課 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。

以下「法」という。）第２３１条により、

市の歳入を収入するときは、これを調定

し、納入義務者に対して納入の通知をしな

ければならない。しかしながら、病児・病

後児保育利用手数料について、調定を決議

することなく、納入義務者に対して納入の

通知の上、収入していた。 
適時適切に調定を決議されたい。

病児・病後児保育利用手数料について、

前月分の利用実績を確認の上、調定決議

を行い、その後納入通知を行うように事

務手順を改めた。

 市長は、法第２４３条の２の規定によ

り、公金の徴収若しくは収納又は支出に関

する事務（以下「公金事務」という。）を

適切かつ確実に遂行することができる者

として指定するもの（以下「指定公金事務

取扱者」という。）に公金事務を委託する

ことができ、委託したときは、指定公金事

務取扱者の名称、住所又は事務所の所在

地、指定公金事務取扱者に委託した公金事

務に係る歳入等又は歳出その他総務省令

で定める事項を告示しなければならない。 
同課は、病児・病後児保育に係る利用手

数料の収納事務の委託（委託期間は令和７

年４月１日から令和８年３月３１日まで）

に関する告示について、令和７年４月１日

付けで起案し決裁を受け、同日以降、指定

公金事務取扱者に公金事務を委託してい

たにもかかわらず、同月２８日に告示して

次年度以降、公金収納事務の委託を行

う場合には、遅滞なく告示できるよう事

務処理を適切に実施する。



 いた。 
事務処理を適切に実施されたい。

 尾張旭市職員被服貸与規程（昭和４６年

尾張旭市訓令第１号。以下「被服貸与規程」

という。）第１条の規定により、職務執行

に必要な被服の貸与を受けるのは、尾張旭

市職員定数条例（昭和３２年旭町条例第１

号。以下「定数条例」という。）第１条に

規定する職員（常時勤務する職員）である。

しかしながら、同課は、市立の保育所の会

計年度任用職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項に

規定される職員をいう。以下同じ。）につ

いて、非常勤の職員であるにもかかわら

ず、被服を貸与していた。 
これは、児童や保護者が、常勤・非常勤

を問わず、保育所の職員を容易に認識でき

るよう、同課が、独自の解釈で、被服の貸

与について、被服貸与規程を会計年度任用

職員にも準用しているものとのことであ

った。 
この点、被服貸与規程に会計年度任用職

員への被服貸与が認められるとうかがわ

せる文言があるとはいえないが、同課が会

計年度任用職員に被服を貸与している理

由には、市民サービスに資する相応の合理

性があると考えられる。よって、同課にお

いては、今一度、会計年度任用職員への被

服貸与その他の解決策について検討し、貸

与が必要なのであれば、それが明らかに可

能なものとなるよう、制度所管課である人

事課と協議の上、対処されたい。

子育て支援施設で働く職員が所属する

他の課とも連携し、常時勤務する職員・会

計年度任用職員を問わず、施設で働く職

員に被服の貸与が必要かを、視認性・識別

性・衛生面などの面から多角的に検討す

る。 
また、人事課と協議し、会計年度任用職

員への被服貸与を可能とするよう、被服

貸与規程の改正を検討する旨の回答を得

た。 
検討後の措置については、措置次第、改

めて報告する。

 尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭市

規則第１９号）第３２条により、同条第１

号から第７号までに掲げる場合のほか、契

約の相手方が契約を履行しないこととな

るおそれがないと市長が認めるときにも、

契約保証金の全部又は一部を免除するこ

とができる（同条第８号）。 
保育課は、保育委託契約及び病児・病後

児保育事業委託契約について、何ら理由を

保育委託契約及び病児・病後児保育事

業委託契約について、次年度以降、契約伺

いの決裁文書に契約保証金を免除する理

由を明記する。



 示して伺うことのないまま、契約の相手方

が契約を履行しないこととなるおそれが

ないとして、同号の規定により契約保証金

を免除としていた。 
契約事務を適切に実施されたい。

 同課における令和６年１０月から令和

７年９月までの間の郵便切手等金券類の

受入れ及び使用状況について確認したと

ころ、令和７年２月にレターパックプラス

（６００円）を３３枚、レターパックライ

ト（４３０円）を７０枚購入し受け入れた

にもかかわらず、令和６年度中には一部し

か使用せず、購入枚数以上、ないし、ほぼ

同枚数（レターパックプラス６１枚、レタ

ーパックライト６８枚）を令和７年度に繰

り越していた。 
会計年度独立の原則の観点や経済性の

観点から、郵便切手等金券類は、購入の都

度在庫数を確認の上、必要枚数を計画的に

購入し、翌年度への繰越しは、必要最小限

とすべきである。 
金券類等取扱事務を適切に実施された

い。

　レターパックや郵便切手等を購入する

際には、在庫数を踏まえ、適切な数量を計

画的に購入する。

 物品管理者（各課等の長）は、物品をそ

の属する区分の目的に従って、適正かつ効

率的に管理しなければならない（尾張旭市

物品管理規則（平成２５年尾張旭市規則第

３号）第８条）。 
そこで、同課が、郵便切手等に係る出納

簿を備え付けていたので、確認したとこ

ろ、出納簿には、月末における物品管理者

及び物品取扱員（各課等の庶務担当係長）

の確認欄があるにもかかわらず、物品管理

者及び物品取扱員とも確認していなかっ

た。また、使用の都度記帳はしていたもの

の、種別によっては残数欄に残数を記載し

ていなかった。さらに、出納の全てを一枚

の様式で表そうとしていることから種別

の設定が１０円、８４円、１２０円及びレ

ターパックのみであり、これら以外につい

ては、１０円等の欄や備考欄に「○○円●

　郵便切手等の管理について、出納簿の

様式を見直すとともに、物品取扱員及び

物品管理者が月末ごとに出納状況の確認

を行うなど、適切に実施するよう改めた。



 ●枚」などと記載していた。 
この点、「郵便切手等金券類の管理につ

いて（平成２６年９月１６日付け２６契号

外・２６会号外　総務部長・会計管理者連

名通知）」により、物品管理者は、郵便切手

等金券類について、毎月末に帳簿数値と現

在高を確認し、受払簿に確認印を押印する

など、管理を徹底するものとされるととも

に、郵便切手等金券類出納簿の様式（種別

ごとの別葉で、都度使用者が残高を記載す

るもの。）が示され、その活用が促されて

いる。 
当該通知に照らしてみると、同課は、郵

便切手等に係る出納簿を備え付けてはい

るものの、物品管理者の月末の確認がない

ことなど、整理や記載の方法に改善の余地

がある。 
金券類等取扱事務を適切に実施された

い。


